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花巻市環境基本条例 

（平成 18 年１月１日条例第 113 号） 

最終改正： 平成 25 年 12 月 16 日条例第 28 号 

 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第６条） 

第２章 環境の保全及び創造に関する施策の基本方針等（第７条―第９条） 

第３章 環境の保全及び創造に関する基本的施策（第 10 条―第 24 条） 

第４章 環境審議会（第 25 条―第 30 条） 

附則 

 

私たちのまち花巻は、多くの先人の英知とたゆみない努力によって、豊かな自然と調和を

図りながら、今日まで着実に発展を続けてきた。 

しかしながら、私たちに物質的な豊かさや利便性をもたらした社会経済活動は、一方で環

境への負荷を著しく増大させ、その影響は地域の環境にとどまらず地球環境問題の原因にも

なっている。 

私たちは、私たち自身も自然の中の生態系の一員であることを自覚し、花巻の持つ優れた

環境を積極的に保全し、新たな潤いと安らぎのある環境を創造し、将来の世代へと引き継い

でいかなければならない。 

このような認識の下に、すべての市民の連携と協力により、恵み豊かな環境と共生し、人

と自然を豊かに育てるまち「早池峰の風薫る 安らぎと活力にみちた イーハトーブはなま

き」を築いていくため、この条例を制定する。 

 

第１章 総則 

 (目的) 

第１条 この条例は、環境の保全及び創造について、基本理念を定め、並びに市、事業者及

び市民の責務を明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事

項を定めることにより、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、

もって現在及び将来の市民の健康で安全かつ快適な生活の確保に寄与することを目的とす

る。 

 (定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1)  環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障

の原因となるおそれのあるものをいう。 

(2) 地球環境保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の

汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼ
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す事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに、市民の健康で安全

かつ快適な生活の確保に寄与するものをいう。 

(3)  公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範

囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化するこ

とを含む。）、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下（鉱物の掘採のための土地の掘削に

よるものを除く。）及び悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係の

ある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。）に係る被

害が生ずることをいう。 

(4)  循環型社会 廃棄物等の発生の抑制や資源の循環的な利用の促進及び適正な処分の

確保により、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷が低減される社会をいう。 

 (基本理念) 

第３条 環境の保全及び創造は、市民が健康で安全かつ快適な生活を営むことができる健全

で恵み豊かな環境を確保し、これを将来の世代に継承していくことを目的として行われな

ければならない。 

２ 環境の保全及び創造は、人と自然が共生し、環境への負荷の少ない持続的な発展が可能

な循環型社会の構築を目的として行われなければならない。 

３ 環境の保全及び創造は、市、事業者及び市民のすべての者がそれぞれの責務を自覚し、

適切な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われなければならない。 

４ 地球環境保全は、人類共通の課題であり、市、事業者及び市民のすべての者が自らの問

題として認識し、それぞれの事業活動及び日常生活において自主的かつ積極的に行われな

ければならない。 

 (市の責務) 

第４条 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、環境の保

全及び創造に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

 (事業者の責務) 

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って

生じる公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずる責務を有

する。 

２ 前項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これ

に伴う環境への負荷の低減その他環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施す

る環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。 

 (市民の責務) 

第６条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活に関し、これに伴う環境への負荷の低

減その他環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に

関する施策に協力する責務を有する。 

 

第２章 環境の保全及び創造に関する施策の基本方針等 

 (施策の基本方針) 

第７条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、基
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本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本として、事業者及び市民との協力の下に各種の

施策相互の有機的な連携を図りつつ、これを総合的かつ計画的に行わなければならない。 

(1) 市民の健康を保護し、及び生活環境を保全し、並びに自然環境を適正に保全するよう、

大気、水、土壌その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持すること。 

(2) 野生生物の種の保存その他の生物の多様性の確保を図るとともに、森林、農地、水辺

地等における多様な自然環境を保全すること。 

(3) 人と自然との豊かな触れ合いを確保するとともに、潤いのある景観の保全及び創造並

びに歴史的な文化遺産の保存及び活用を図ること。 

(4) 廃棄物の減量、エネルギーの有効利用、資源の循環的な利用等の推進を図ること。 

 (環境基本計画) 

第８条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、

花巻市環境基本計画（以下「環境基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 環境基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

(1) 環境の保全及び創造に関する目標 

(2) 環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な施策の方向 

(3) 前２号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に

推進するために必要な事項 

３ 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、事業者及び市民の意見を反映することが

できるように必要な措置を講ずるとともに、花巻市環境審議会の意見を聴かなければなら

ない。 

４ 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 前２項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

 (年次報告書) 

第９条 市長は、毎年、環境の状況、市が講じた環境の保全及び創造に関する施策の実施状

況等を明らかにした報告書を作成し、これを公表しなければならない。 

 

第３章 環境の保全及び創造に関する基本的施策 

 (施策の策定に当たっての配慮等) 

第 10 条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、

環境の保全及び創造について配慮するとともに、環境基本計画との整合を図らなければな

らない。 

 (環境影響評価の推進) 

第 11 条 市は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が、

その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適正に調査、

予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正に配慮

することを推進するため、必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

 (規制の措置) 

第 12 条 市は、公害の原因となる行為その他の環境の保全上の支障を防止するため、必要な

規制の措置を講ずるように努めるものとする。 
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 (誘導的措置) 

第 13 条 市は、環境への負荷を生じさせる活動又は生じさせる原因となる活動を行う者がそ

の活動に係る環境への負荷の低減を図るための施設の整備その他の適切な措置をとるよう

に誘導し、環境の保全上の支障を防止するため、必要な措置を講ずるように努めるものと

する。 

 （公共的施設の整備等） 

第 14 条 市は、下水道、廃棄物の公共的な処理施設その他の環境の保全上の支障の防止に資

する公共的施設の整備及び森林の整備その他の環境の保全上の支障の防止に資する事業を

推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な

利用のための事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 

 (廃棄物の減量の推進等) 

第 15 条 市は、環境への負荷の低減を図るため、廃棄物の減量、エネルギーの有効利用、資

源の循環的な利用等が推進されるように必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市は、環境への負荷の低減を図るため、市の施設の建設及び維持管理、物品等の調達そ

の他の事業の実施に当たっては、資源の循環的利用、エネルギーの有効利用及び廃棄物の

減量が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。 

 (不法投棄等の防止) 

第 16 条 市は、空き缶、廃家電その他の廃棄物の不法投棄やポイ捨て防止のための施策を策

定し、実施するものとする。 

 (教育及び学習の振興等) 

第 17 条 市は、事業者及び市民が環境の保全及び創造についての理解を深めることにより、

これらの者が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動を促進するため、環境の保全

及び創造に関する教育及び学習の振興並びに広報活動の充実その他の必要な措置を講ずる

ものとする。 

 (自発的活動の促進) 

第 18 条 市は、事業者、市民又はこれらの者の組織する民間の団体（以下「民間団体等」と

いう。）が自発的に行う環境の保全及び創造に関する活動が促進されるように必要な措置を

講ずるものとする。 

 (情報の収集及び提供) 

第 19 条 市は、環境の保全及び創造に関する情報の収集に努めるとともに、環境の保全及び

創造に資するために必要な情報を適切に提供するものとする。 

 (民間団体等の参加) 

第 20 条 市は、環境の保全及び創造に関する施策の推進に当たっては、民間団体等の参加に

関し必要な措置を講ずるものとする。  

(調査の実施) 

第 21 条 市は、環境の保全及び創造に関する施策の策定に必要な調査を実施するものとする。 

 (監視等の体制の整備) 

第 22 条 市は、環境の状況を把握し、並びに環境の保全及び創造に関する施策を適正に実施
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するために必要な監視、巡視、測定等の体制の整備に努めるものとする。 

 (国及び他の地方公共団体との協力) 

第 23 条 市は、広域的な取組を必要とする環境の保全及び創造に関する施策については、国

及び他の地方公共団体と協力し、その推進に努めるものとする。 

 (地球環境保全に関する国際協力) 

第 24 条 市は、国、他の地方公共団体、民間団体等その他の関係機関と連携し、地球環境保

全に関する国際協力の推進に努めるものとする。 

 

第４章 環境審議会 

 (環境審議会) 

第 25 条 環境の保全及び創造に関する基本的事項を調査審議させるため、花巻市環境審議会

（以下「審議会」という。）を置く。 

 (組織) 

第 26 条 審議会は、委員 20 人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長

が任命する。 

(1) 公募による市民 

(2) 知識経験を有する者 

(3) 関係行政機関の職員 

(4) 各種団体の役職員 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 (会長及び副会長) 

第 27 条 審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選とする。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理

する。 

 (会議) 

第 28 条 審議会は、市長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

 (庶務) 

第 29 条 審議会の庶務は、市民生活部において処理する。 

 (委任) 

第 30 条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に

諮って定める。 

 

附 則 

この条例は、平成 18 年１月１日から施行する。 

附 則（平成 20 年３月 12 日条例第 17 号抄） 
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（施行期日） 

１ この条例は、平成 20 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 20 年 12 月 19 日条例第 51 号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 21 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 25 年 12 月 16 日条例第 28 号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 26 年４月１日から施行する。 
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第２次花巻市環境基本計画（抜粋） 

平成 28年 3月制定 

第５章 施策の展開 

１ 基本目標を達成するための施策 

1-1 「もったいない」で暮らしを見直す 

私たちの暮らしの中で最も身近な環境問題は「ごみ」です。ごみの排出量を減らすために 

は「もったいない」の意識を持ち、継続した３Ｒ(発生抑制、再使用、再生利用)運動が大切 

です。そして不法投棄を許さない、循環型社会を形成します。 

   

●施 策 

【家庭ごみの減量と循環の仕組みづくり】 

○家庭ごみの減量を推進するため、ごみの分別及び排出方法の周知や指導を徹底します。 

○ごみの資源化を図るため、パソコンなどの小型電子機器や衣類等の分別回収を推進する 

 とともに、資源ごみの品目を見直します。 

○家庭で使用した食用油を回収し、ＢＤＦを精製する取り組みを継続します。 

○資源集団回収運動を引き続き推進し、市民の資源化意識の高揚を図ります。 

○市内の一部地域で実施している生ごみの堆肥化を継続するとともに、生ごみの再資源化 

 を検討します。 

○環境に配慮した製品を優先的に購入するグリーン購入を推進するとともに、市民や事業 

者のグリーン購入の意識啓発を図ります。 

 

【事業ごみ減量の推進】 

○事業系ごみの排出管理については、分別及び排出方法の指導を行います。 

○事業系ごみの資源化を促進するため、事業系ごみの資源化ルートや資源化方法について 

 検討し、事業所への情報提供を行います。 

 

【不法投棄を許さない】 

○不法投棄の早期発見・早期対応により不法投棄の拡大を防ぐため、地域と一体となった 

 監視体制を確立します。 

○不法投棄は、関係機関との連携を図り、パトロールの実施による監視を継続します。 

 

【啓発活動】 

○ごみ分別などの出前講座の実施やごみ処理施設の見学などを通じて、ごみの減量や資源 

化の意識啓発を図ります。 

○ごみの発生を抑制するため、日常生活の中で実践できる「もったいない」の意識をもっ 

たごみの減量行動を呼びかけます。 

  

1-2 省エネルギー型の暮らしに転換する 
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私たちは、自分たちの暮らしが地球環境と深く結びついていることを認識しなければなり 

ません。今、地球環境で問題となっている地球温暖化の進行を防ぐために私たちにできるこ

とは、省エネルギー型の暮らしに変えることです。市民・事業者・市がそれぞれの立場で取

り組み、また、地域資源を生かした再生可能エネルギーの普及促進を図ることで地球温暖化

対策を推進します。 

 

●施 策 

【二酸化炭素の排出抑制】 

○「花巻市役所地球温暖化対策実行計画」に基づき市施設における温室効果ガスを把握し、 

排出を抑制します。 

○公共施設等の設備を更新する場合は、ヒートポンプや高効率な空調機・給湯器などの高 

効率エネルギーシステムの導入を推進します。 

○地域のニーズに合わせた公共交通機関の充実を図るとともに、利用促進を呼びかけます。 

○低公害車(クリーンエネルギー自動車)の積極的な導入を推進します。 

○市民や事業者に二酸化炭素の排出を抑制するエコドライブや低公害車の利用について 

 呼びかけます。 

○エネルギーの見える化や事業者等の省エネ診断などの省エネ対策について情報を提供 

します。 

 

【再生可能エネルギーの導入推進】 

○これまで推進してきた公共施設への太陽光発電設備を引き続き導入していきます。 

○暖房や給湯等の熱源が必要な施設には、豊富な森林資源を活用する木質バイオマスの導 

入を推進します。 

○再生可能エネルギーを導入する際は、災害等の緊急時も想定した整備を図ります。 

○多様なエネルギーの効果的な利活用を促進するために、バイオマス発電や中小水力発電 

の事業に対し支援していきます。 

○地中熱利用などの再生可能エネルギーの活用の可能性について、情報収集を図ります。 

   ○市内で活用されている再生可能エネルギーの情報を提供するとともに、普及啓発します。 

 

1-3 自然を守り、自然と共に暮らす 

本市は市街地を取り囲むように里地・里山が広がっており、私たちは豊かな自然の恩恵を

受けて暮らしています。この自然を守るためには、環境保全に取り組むとともに、身近な自

然と触れ合い、学ぶことも大切です。花巻にあった人と自然の共生の在り方を考えながら、

保全活動を進めていきます。 

 

●施 策 

【里地・里山の保全】 

○農林業や高山植物等に被害を及ぼす増え過ぎたニホンジカなどの野生動物については、 

関係機関と連携しながら、駆除などの対策を講じます。 
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○地域の環境によって育てられた農産物や木材を地域で消費する地産地消を推進するこ 

とにより、地域農林業の活性化と農地・林地の保全を支援します。 

○耕作放棄地や管理の放棄された山林の荒廃について、農林業の支援を通じた環境改善を 

推進します。 

○農業用水路やため池の多面的な機能を維持するため、地域住民参加による保全活動に取 

 り組みます。 

○森林の持つ環境保全機能の向上や動植物の生育・生息環境を改善するため、森林病害虫 

 被害拡大の防止を行うとともに、「花巻市森林整備計画」に基づいた森林整備を推進し 

ます。 

○エコファーマー(環境に配慮した持続的な農業に計画的に取り組む農業者)の認定を推 

 進します。 

○ニホンツキノワグマなどの人身被害を及ぼす動物に対する安全対策を周知します。 

 

【すぐれた自然環境と市全体の生物多様性の保全】 

○市内の自然保護地域については、自然保護監視員の配置や早池峰総合休憩所の利用推進 

 等により、希少な動植物の保護や利用マナーの啓発などに努めます。 

○河川や水路等を整備・改修する場合は、自然に配慮した工法を取り入れ、生物多様性の 

 保全に努めます。 

○各種団体の調査データ等を活用することにより、現状の把握に努め、生物多様性の保全 

 に役立てます。 

○在来生物の生態系を守るため、外来種の情報を広く発信するとともに、特定外来種の飼 

育・栽培等の禁止や駆除についても啓発します。 

 

【自然との触れ合いの推進】 

○森林保護活動などの自然との触れ合いを通して、市民や事業者に自然の大切さについて 

 理解が深められる機会を提供します。 

○遊歩道や河川等の親水空間などの適切な管理により、自然環境の保全と自然との触れ合 

 いの場の確保を図ります。 

○豊かな自然や地域資源を活用したグリーンツーリズムや自然観察などの体験を通じて 

交流を図る取り組みを推進します。 

○国定公園や県立自然公園については、関係機関や民間団体等と連携しながら、自然環境 

 の保護のもと利活用を推進します。 

 

1-4 きれいな環境で安心な暮らしを守る 

本市の空気や水などがきれいであることは誇れることであり、安心・安全な暮らしには、

欠かせないものです。この良好な環境を汚さないで次世代へ継承していくことは、私たちの

責務です。日常の活動に伴い生じる身近な環境問題に対処し、広域的な問題にも理解を深め

ながら、更なる環境改善に取り組んでいきます。 
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●施 策 

【大気環境の保全】 

○大気汚染防止法や県条例などに基づいて、工場・事業所の大気汚染物質の排出規制など 

 に関する指導を引き続き実施します。 

○岩手県が観測しているＰＭ2.5を含めた大気汚染物質が高濃度になった場合は、注意喚 

 起を行います。 

 

【水環境の保全】 

○水質汚濁防止法や県条例などに基づいて、工場・事業所の有害物質等の水質汚濁物質の 

 排出規制などに関する指導を引き続き実施します。 

○生活排水を適切に処理するため、一般廃棄物処理基本計画に基づき公共下水道及び浄化 

 槽の整備を計画的に推進します。 

○水洗化の促進対策として、水環境保全の意識啓発と排水設備工事への支援制度の充実を 

 図ります。 

○北上川水系の水質保全に当たっては、水質事故が発生しないように意識啓発をするとと 

 もに、発生時は上下流の関係市町や関係機関と連携して、被害の拡散防止に取り組みま 

す。 

○不法投棄などによる水質汚染を防ぐため、パトロールを実施します。 

○田瀬湖ではアオコが発生しているため、関係機関のアオコ対策に協力します。 

 

【騒音・振動対策】 

○騒音規制法や振動規制法、県条例などに基づいて工場・事業所等の騒音・振動の規制に 

 関する指導を引き続き実施します。 

○高速道路や東北新幹線、航空機による騒音または振動については、関係機関と連携して、 

調査を継続し防止対策を推進します。 

○深夜営業を行う店舗からの騒音の苦情に対して指導するほか、近隣騒音に係る苦情につ 

いては問題解決に向けた相談に応じます。 

 

【悪臭防止対策】 

○臭気測定やパトロール等の悪臭に対する監視体制を継続するとともに、発生源の事業所 

 等には、早期に市条例の規制基準を順守して操業するよう指導を徹底します。 

○家畜排せつ物の適正な管理とその利用促進に関する指導を実施します。 

 

【化学物質対策】 

○工場や事業所から排出される有害化学物質の排出量や廃棄物の移動量については、ＰＲ 

 ＴＲ制度を活用し把握します。 

○化学物質による環境汚染を未然に防止するため、化学物質の適正管理に関する事業者の 

 自主的な取り組みを支援するほか、事故発生時は被害の拡大防止に取り組みます。 

○公園等における除草剤散布の減量化を推進します。 
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○住宅地等の病害虫防除に当たっては、農薬の飛散が周辺住民に害を及ぼすことがないよ 

 う農薬使用者へ指導します。 

○ごみの自家焼却は、ダイオキシンなどの有害物質を発生させる恐れがあるため、自家焼 

 却の禁止の周知徹底を図ります。 

 

【放射性物質対策】 

○空間放射線量の測定のほか、市民などから依頼された食品等についても放射性物質濃度 

 を測定します。 

○放射線量測定結果とともに、花巻市周辺地域の放射能に係る情報を把握し、周知します。 

 

1-5 暮らしに安らぎを与える 

私たちの暮らしに安らぎは必要です。市の名前にふさわしい花いっぱいのまちづくりを推

進し、花巻の地域資源を生かした景観づくりにも取り組んでいきます。また、適切な管理が

行われていない空き地や空き家の問題にも対応し、快適な生活空間を創造します。 

 

●施 策 

【花いっぱい運動】 

○花苗配付の実施やコミュニティ・公共施設花壇の造成事業等により「花のあるきれいな 

 まちづくり」を展開します。 

○花壇等実践者の育成支援をするとともに、市民が花と緑に触れ合う場を提供します。 

○花いっぱい運動のＰＲや意識啓発を図ります。 

 

【地域にあった景観の保全】 

○公共施設やまち並みなどの整備においては、地域の特性に調和した景観を形成するため、 

市民と協働で魅力ある都市景観の創出に取り組みます。 

○歴史的・文化的に価値のある建造物や遺跡などを保護し、恵まれた豊かな自然とともに 

 将来の世代に継承します。 

○地元住民や利用者の意向に配慮した公園の維持管理を行いながら、豊かな緑にあふれた 

 都市景観の形成を図ります。 

○地域の景観を損なう空き地の雑草や空き家等について、適正に対応します。 

○森林環境や景観を保全するため、松くい虫対策を推進します。 

 

【きれいなまちづくり】 

○ごみのポイ捨てやペットのふんの放置の防止など、まちの美化に対する意識啓発を図り 

 ます。 

○きれいなまちづくりのため、市内一斉清掃や地域の清掃活動などを推進します。 

○美観を損ねるカラスのふん害については、関係機関と連携しながら対策などの情報を提 

 供します。 
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２ 環境学習・情報発信（基本目標に共通する事項） 

「ごみ減量・資源化」「温暖化対策」「自然環境」「生活環境」「環境美化」の５つのテーマは

いずれも関連しているため、横断的に取り組む必要があります。また、これらの問題を解決す

るために最も大切なのは一人ひとりの意識と知恵、そして行動です。これまで環境活動にかか

わったことのない人や子供たちが取り組むきっかけとなるよう、分かりやすく的確に本市の環

境情報を発信するとともに、環境保全活動や環境学習を計画的に推進します。 

 

●施 策 

【環境学習の推進】 

○自主的な環境学習を推進するために、環境マイスターの派遣など学習支援体制の充実を 

 図ります。 

○体験学習の実施や環境学習チャレンジブック等の環境教育教材の提供などを行い、子供 

 たちの地域の環境に対する理解や関心を高めます。 

○環境学習講座などの開催により、すべての世代が参加できる学習機会を提供します。 

○研修などを通じて、地域における環境保全活動のリーダーの育成を図ります。 

   ○環境保全に取り組む民間団体などとの連携や情報交換を促進し、環境保全活動の推進と 

    意識啓発を図ります。 

 

【環境情報の発信】 

○市ホームページや広報はなまきなどを通じて、自然との触れ合いに関するイベントや環 

 境学習の情報を提供します。 

○市の環境施策や環境情報については、タイムリーで分かりやすく提供します。 

○本市の環境の状況や取り組みなどをまとめた年次報告書を作成し、公表します。 

○広く本計画の周知を図り、市民や事業者の皆さんの環境に配慮した行動を推進します。 
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